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１.３ 　アスベスト含有建材の区分と使用箇所 

関係規程：法第２条第11項、第18条の17第１項　／　法施行令第３条の３、第10条の２　／　施行通知　／ 

　　　　　国マニュアル「２.２.２」　／　工作物事前調査者テキスト 
 

アスベスト含有建材は、アスベスト繊維の発じん性の違い等により次表のとおり区分されていま

す。 

解体等工事する建築物等にどの区分のアスベスト含有建材が使用されているかによって遵守すべ

き規定が変わってくるため、建材の区分を把握することは非常に重要です。 

また、それぞれの使用箇所について、次ページ以降の図、写真等で確認しましょう。 

 

発じん性 

（レベル※1） 
大気汚染防止法の区分 アスベスト含有建材の例 

著しく高い 

（レベル１） 
吹付け石綿 

吹付けアスベスト 

乾式吹付けロックウール 

半乾式吹付けロックウール 

湿式吹付けロックウール 

軽量塗材（吹付けバーミキュライト(ひる石)）※2 

軽量塗材（吹付けパーライト）※2 

高い 

（レベル２） 

石綿含有断熱材 
煙突用断熱材 

屋根用折板断熱材 

石綿含有保温材 配管等保温材 

石綿含有耐火被覆材 けい酸カルシウム板第2種 

比較的低い 

（レベル３） 
石綿含有成型板等 

けい酸カルシウム板第1種 

建築用下地調整塗材 

ビニル床タイル 

スレート波板 

比較的低い 

（レベル３） 
石綿含有仕上塗材 

薄塗材C（セメントリシン） 

内装薄塗材E（じゅらく） 

厚塗材C（セメントスタッコ） 
 

※１　レベルは、法令等で定義されたものではありませんが、一般的に広く認知されています。 

※２　軽量塗材のアスベスト含有吹付けパーライトとアスベスト含有吹付けバーミキュライト（ひ

る石）については、「吹付け石綿（レベル１建材）」として扱うこととされています。 

 

アスベスト含有建材の種類については、以下の資料も参考になります。 

 

「目で見るアスベスト建材（第２版）」（国土交通省） 

https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/01/010425_3/01.pdf 
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■使用箇所例（「目で見るアスベスト建材（第2版）」（国土交通省）より）　 
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レベル１建材の例（「目で見るアスベスト建材（第２版）」（国土交通省）より）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 
 

レベル２建材の例（「目で見るアスベスト建材（第２版）」（国土交通省）より）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

アスベスト含有配管保温材（配管）　　　　　　アスベスト含有けい酸カルシウム板第２種（梁） 

 

アスベスト含有屋根用折板断熱材（天井）　　 　　アスベスト含有煙突用断熱材（煙突） 
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レベル３建材の例（「目で見るアスベスト建材（第２版）」（国土交通省）より）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　 

　  

 

アスベスト含有窯業系サイディング（外壁） 　　アスベスト含有けい酸カルシウム板第１種（軒天） 

 

アスベスト含有スレート波板（屋根）　　　　　　アスベスト含有住宅屋根用化粧用スレート(屋根) 
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レベル３建材の例（「工作物事前調査者テキスト（令和７年11月改訂）」（厚生労働省）より）　　　　　　　　　　　　　 

　　 

　　　　　　織布ガスケット　　　　　　　　　　　　グランドパッキン（編組パッキン） 
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1.3　アスベスト含有建材の区分と使用箇所　　　　 

 
 

 

＜工作物における主要な石綿含有資材の主な使用箇所例＞ 
「工作物事前調査者テキスト（令和７年11月改訂）」（厚生労働省）より 
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